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一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団と新富町水道事業経営戦略 

 

団  体  名  一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団・新富町水道課 

事  業  名  一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道事業・新富町水道事業 

策  定  日  令 和 ７年 ３月 

計 画 期 間 令 和 ７ 年 度 ～ 令 和 16 年 度 

１．策定趣旨 

水道事業に於いては、人口減少に伴う使用料収入の減少や水道施設の老朽化、物価高騰

などによる経営環境は益々厳しさを増している状況です。そこで、一ツ瀬川営農飲雑用水

広域水道事業（以降企業団という）と新富町水道事業は令和８年４月から安定経営、基盤

強化を図るべく、経営統合を行います。 

経営戦略では各々の水道事業経営統合後の運営について、より効果的な施設更新事業を

実施し、適正な財源確保、投資の合理化を図り持続可能な水道事業の実現に資することを

目的としています。 

経営戦略の対象期間は 2025 年度(令和 7年度)～2034 年度(令和 16 年度)の 10 年間としま

す。  

２．事業の状況 

２．１ 事業概要 

（１）給水 

一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団水道事業 

供用開始年月日  昭和 63 年 １月  計画給水人口 8,290 人 

"法適（全部・財務） 

・非適の区分" 
法適用 

現在給水人口 6,008 人 

有収水量密度 0.18 千 ㎥ ／ h a 

  ※令和 5 年度の有収水量は 1,161 千㎥/年。左記を給水面積 66.3 ha で除す。 

 

新富町水道事業 

供用開始年月日 昭和 46 年 ４月 １日 計画給水人口 16,000 人 

"法適（全部・財務） 

・非適の区分" 
法適用 

現在給水人口 13,464 人 

有収水量密度 0.63 千 ㎥ ／ h a 

  ※令和 5 年度の有収水量は 1,513 千㎥/年。左記を給水面積 24.04ha で除す。 

令和 5年度実績による人口比は新富町が企業団の約 2.2倍となっています。 
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（２）主要施設 

企業団と新富町の主要施設については以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

名　称 備　考 名　称 備　考

水源

名称＆水源種類 串木取水井、浅井戸 一ツ瀬川（表流水）

計画取水量(m3/日) 3,600 9,000

可能取水量(m3/日) 3,600 9,000 水利権8,500

名称＆水源種類 牛掛取水井、浅井戸 平伊倉予備水源（湧水）

計画取水量(m3/日) 1,807 0

可能取水量(m3/日) 1,807 1,000～2,400

水質

水源水質

水源名称 串木取水井 一ツ瀬川（表流水）

状態＆課題

給水水質

状態＆課題

浄水施設

浄水場名 牛掛送水ポンプ場 新富町浄水場

計画浄水量(m3/日) 5,407 9,000

可能浄水量(m3/日) 5,407 9,000

状態＆課題

送・配水施設

状態＆課題 送水管(DIPΦ250）の漏水が発生し
た。一部区間の布設替を早急に検討し
たい。

一部非耐震及び老朽化

主要施設
企業団 新富町

予備水源のた
め未認可

今まで水質に問題はないが、スクリー
ン内部の堆積物により、取水量の確保
が困難である。

令和3年8月23日付で水利使用許可取
得。大雨や台風で濁り、近年は大雨に
より濁度が増加している。

平伊倉予備水源（湧水）

若干PHが低いため、配管(管種)状況に
よっては、赤水が発生します。

予備水源のため未認可であるが、今後
認可取得予定

経年劣化による事故を防ぐには、送水
ポンプ及び高圧受電盤の更新を計画し
たい。

施設の老朽化、非耐震
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図 2-1 企業団主要施設図 
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図 2-2 新富町主要施設図 
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1.主要施設の経年度 

主要施設の建設後の経過年数は、2023 年度末を基準にすると配水池（SUS）以外は 35

年以上築造後経過しています。特に新富町の施設は、40 年以上を経過している状況です。 

   

 

主要施設の建設後経過年数 

 

2.主要配管(口径 200mm 以上)の経年度 

企業団の口径 200 ㎜以上の管路は 28.746km、新富町は 23.906km となっています。新富

町の 58.6％は布設後 41年以上を経過しており、企業団は 41 年経過が 2.5％、36～40 年

経過が 70.9％となっています。両団体とも耐用年数 40年を更新基準とした場合には、そ

のほとんどが更新対象となり多額の費用が必要となります。 

 
主要配管の布設後経過年数  
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3.主要施設の耐震性 

表中の耐震性で×は新耐震基準に沿っていない可能性があり、構造物の耐震性が劣る可

能性が高いということを意味しており、耐震性が無いということではありません。 

 

 
 

 

4.主要管路の耐震性 

両団体とも近年敷設された配管は耐震性を考慮したものとなっていますが、新富町につ

いては、40年以上経過した配管がほとんどを占めており、耐震割合が 0.9％となっていま

す。財政見通しを行い、財源の裏付けのある計画的な投資を行っていく必要があります。 

 

  

           

                   主要配管の耐震性（口径 200mm 以上） 

 

施 設 名 築造完成年 耐震性

取水施設 串木 1987 〇

取水施設 牛掛(予備 ) 1984 〇

送水ポンプ室 牛掛 1984 〇

配水池 東原第１(PC) 1983 ✕
配水池 東原 第2（SUS） 2001 〇

配水池 小並(PC) 1987 〇

配水池 黒坂(PC) 1988 〇

取水施設 1981 ✕
浄水場 1981 ✕

配水池 牧神（PC) 1981 ✕
配水池 弁指第１(PC) 1981 ✕

配水池 弁指第２(SUS） 2019 〇

企

業

団

新

富

町
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 （３）料 金  

企業団と新富町の水道料金は以下のとおりです。 

企業団と新富町の料金体系の違いは、企業団は口径別と用途別を設けていますが、新富

町は口径別料金となっています。 

企業団は設立の経緯から雑用水の料金が低めに設定されています。 

 

 

企業団水道料金表 
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新富町水道料金表 

 

 

 

（４）組 織 

企業団は以下の図のように、構成市町から選任された市町長、副市町長及び議員による

議会で議決を行い、同様に監査委員による監査を行い運営されています。 

 

 ※令和 8年 4月からは総務係、経営係、工務係の３係での体制を計画しています。 

 

（５）職員数 

企業団の職員数は令和 6年度に 5名から 7名に増員（事務系 5 名、技術系 2名）し、平

均年齢が 38.7 歳となっています。新富町は 5名（事務系 3名、技術系 2 名）で平均年齢

が 42.6 歳となっています。両団体とも現在中心となっている職員の多数が定年を迎え、

次世代の人材育成が重要となっています。 

技術継承、非常時対応、新システムの導入など広域化を行うことで、技術等の連携強化 

を行っていきます。 



11 

 

２．経営の状況 

２．２ 経営の状況 

（１）経常収支 

令和 2年度から令和 5年度まで過去 4年間の主な収支は以下のとおりです。  

 

 

（２）経営比較分析表を活用した現状分析          令和 5 年度決算数値 

 
 令和 5年度決算数値による経営比較分析からは、両団体ともに経営の健全性は維持し 

ていると判断できるもののあと数年で施設や管路の更新時期が一気に到来することで管 

路経年化率が急上昇するのは必至です。さらに人口減少に伴う料金収入の減少、物価高 

騰などで料金回収率を維持していくためにも、料金や事業運営の見直しなどを行いなが 

ら、安定した事業運営に努めていきます。 

 

 

 

企業団 類似団体

101.8 106.6

0 27.9

1268.2 311.1

245.4 515.1

100.5 98.7

137.2 230.2

69.0 59.8

85.1 76.64

70.4 52

12.8 21.6

0.33 0.56⑪管路更新率

①経常収支比率

②累積欠損金比率

③流動比率

④企業債残高対給水収益比率

⑤料金回収率

⑥給水原価

⑦施設利用率

⑧有収率

⑨有形固定資産減価償却率

⑩管路経年化率

新富町 類似団体

109.1 107.9

0 8.5

1159.0 378.9

144.6 430.2

109.3 98.7

142.1 199.3

54.4 59.8

88.8 77.98

58.6 52.0

29.9 25.7

0.35 0.4⑪管路更新率

①経常収支比率

②累積欠損金比率

③流動比率

④企業債残高対給水収益比率

⑤料金回収率

⑥給水原価

⑦施設利用率

⑧有収率

⑨有形固定資産減価償却率

⑩管路経年化率
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（３）企業債残高 

   企業債残高は、両団体ともに創設事業完了後大きな更新事業が少なく起債残高は

徐々に減少してきましたが、今後は両団体ともに一気に更新時期を迎えることから、

施設更新のための費用が必要となるため、財源の確保について検討を行う必要があ

ります。 

  

 

                                              

   企業債残高の推移  当年度末残高   （単位：千円） 

    
   

                       （単位：千円） 

                                                                

 

企業債残高の推移 単位：千円

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

企業団 173,907 160,683 277,241 269,243 260,686 321,566 325,170 341,863 333,280 392,785

新富町 526,430 526,861 531,446 514,305 478,480 437,766 397,396 385,867 370,364 338,275

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

企業団

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

新富町
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３．将来の事業環境と課題 

３．１ 水需要の動向と料金収入 

（１）将来の給水人口（企業団と新富町） 

給水人口は両団体ともに減少状況にあり、経営戦略対象期間の 10 年間で 18,637 人から

16,474 人と 2,163 人（11.6%減少）すると予測されます。        

 

       

 

（２）将来の有収水量（企業団と新富町） 

両団体ともに将来にわたり給水量は減少すると予測されますが、企業団は畜産等の雑用

水の比率が高く、畜産用は今後も同様な水量で推移することが予測されます。経営戦略対

象期間の 10 年間で 7,185 ㎥から 6,823 ㎥と 362 ㎥（5.0％）減少すると予測されます。 

 

       

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年 2055年 2060年 2064年

(人） 将 来 給 水 人 口

企業団 新富町 合 計
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（３）将来の料金収入（企業団と新富町合算分） 

 

将来の料金収入予測を以下の図に示します。人口減少に伴い、給水量が減少することに

より、給水収益も減少すると予測されます。経営計画初年度と 10 年後の最終年度では約

1,900 万円（約 4.9％）減少することになります。 

                                   単位：千円 

 

 

 

企業団と新富町合算した料金収入見込み 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

合計 387,141 378,398 368,040 353,622 339,470 325,575 311,449

0
50,000

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000

2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

単位：千円

年度

料金収入見込み

経営戦略期間
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３．２ 更新需要 

（１）施設の状況 

1.将来必要な施設能力（企業団＋新富町） 

企業団の現有の施設能力に対する需要は 2025 年度(R7 年度)に 82.9％、新富町は

59.7％となっていますが、給水量の減少に伴い施設能力に対する需要割合は減少し、

10 年後は 79.5％と 56.2％、20 年後は 74.9％と 51.0％になると予測されます。 

 

 

 

＜参考＞ 有収率（年間総有収水量÷年間総配水量×100） 

負荷率（一日平均配水量÷一日最大配水量） 
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（２）更新需要 

1.施設の更新需要 

両団体ともに耐用年数の短い電気、機械、設備の計装の一部が現時点で老朽化を迎えて

おり、今後多額の費用を要することとなります。水道事業の健全経営のためには、良好な

施設の保持が必要ですが、施設延命のための状況把握、保守、修繕を適切に行い、重要施

設から優先的に更新を行う必要があります。 

以下の更新需要費は法定耐用年数の代わりに平均使用年数及び実使用年数で検討してい

ます。現時点で既存施設の更新計画がなされているものを除いた費用となっています。 

 

 

               ※合算値は四捨五入の関係上誤差が生じることもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

0

1,000

2,000

3,000

百万円 施設更新費用

合 計 企業団 新富町
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2.配管の更新需要 

企業団及び新富町の配管更新費用の詳細については以下の表のとおりです。 

        

【企業団】 

 

    

【新富町】 
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 配管の更新需要（企業団+新富町） 

 

 口径別の更新需要（企業団+新富町）  

 

 

 

３．３ 人材確保と技術継承 

両団体とも現在中心となっている職員の多数が定年を迎え、次世代の人材育成が重要と

なっています。今後、施設老朽化が進み、更新事業量の増加は必至で、工事管理、事故対

応、更には大規模災害等への備えなど技術者の確保、育成が急がれます。また、公営企業

会計やシステム導入、給与事務など専門性の高い業務も多々あり、技術継承を行うため計

画的な人員確保と新富町との連携を図ります。 
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４．投資・財政計画 

４．１ 経営戦略の基本方針 

水道事業の基本方針は安全・安心な水を安定供給することです。これらを実行するため 

には、適切な施設の構築、更新、運転、維持管理が必要で、これらにかかる費用を適切に

確保することも必要です。 

水道水を安定的に供給するための「投資」と「財源」計画が必要で「投資・財源計画」 

を策定し計画的に経営を行うことにより、将来にわたり安全な水の安定供給が維持される

ことになります。 

また、人口の減少等により経営の困難さが増す中、近隣の水道事業との協働化、経営統 

合を含めた検討を進めていきます。 

 

 

図 4.1-1 経営戦略の方針 

 

 

 

 

 

 

 

投資計画 財源計画
均衡

安全、安定した水供給

継続性のある水道

他水道事業との連携/広域化
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４．２ 投資計画 

【企業団】2025 年から 2047 年の企業団の事業計画は以下のとおりです。2025 年から

2034 年までの 10 年間で農村整備補助事業を活用し、一気に大規模な更新を行います。こ

の 10年間に係る整備費用は 30億 7,800 万円となります。 

 

表 4.2-1 施設整備費（計画策定済：企業団）      

 

 

 

図 4.2-1 施設整備費（計画策定済：企業団）   （単位：百万円） 

 

経営戦略期間 

 

 

 

 

項　　目 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1)中央管理増築工

2)新水源地築造工

3)牛掛取水井自家発電装置

4)ポンプ設備

5)電気設備/薬注設備

6)コンクリート設備

7)送水管

8)配水管
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【新富町】2026 年から 2047 年の新富町の事業計画は以下のとおりです。2026 年から

2034 年までの 10 年間で国庫補助事業を活用し、浄水場及び取水場の更新を行います。こ

の 10年間に係る整備費用は 9億 2,900 万円となります。 

表 4.2-2 施設整備費（計画策定済：新富町） 

 

 

         図 4.2-2 施設整備費（計画策定済：新富町）   （単位：百万円） 

 

経営戦略期間 

      企業団と新富町を合算した年間事業費（10 年間で合計 40 億 700 万円） 

      

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1)浄水場薬品注入設備

2)浄水場施設機器更新
3)浄水場監視装置及び電気計装盤更新

4)取水場電気計装盤及びポンプ更新

5)導水管更新

6)送水管更新
7)送水ポンプ室及びポンプ更新

8)牧神配水池更新

項　　目

１
.
本
工
事
費
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４．３ 財政計画 

 前記の「表 4.2－1」「表 4.2-2」の施設整備を実施した場合の財政状況は以下のとおり

です。国、県補助を有効に活用し、残りの事業費は企業債 70％とし、返還年数 25 年（据

置 5年、利息 3％）で計算しています。        

資本的収支（企業団と新富町合算分）                  （単位：千円）

           

        

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

業務量 年間有収水量（千m
3
) 2,673 2,623 2,612 2,602 2,588 2,575 2,564 2,554 2,539 2,526 2,509

収入の部 給水収益（料金収入） 393,259 387,141 385,527 384,100 381,990 380,120 378,398 376,972 374,807 372,830 370,314

その他営業収益 8,508 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478 8,478

長期前受金戻入 142,854 132,349 110,827 107,005 100,579 96,662 104,755 99,245 97,992 102,097 100,549

営業外収益 0 13,517 13,517 13,517 13,517 13,517 13,517 13,517 13,517 13,517 13,517

特別利益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計　① 544,621 541,485 518,349 513,100 504,564 498,777 505,148 498,212 494,794 496,922 492,858

支出の部 人件費 106,507 106,507 99,390 99,390 99,390 99,390 99,390 99,390 99,390 99,390 99,390

維持管理費 155,048 116,482 116,482 111,334 111,334 111,334 111,334 111,334 111,334 111,334 111,334

引当金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

支払利息 7,574 6,100 6,491 7,163 8,430 9,586 10,019 11,143 12,864 14,352 16,342

減価償却費 277,781 256,589 218,872 204,785 199,311 195,878 205,982 196,146 196,425 204,896 204,747

受水費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他費 54,120 71,575 71,575 71,575 71,575 71,575 71,575 71,575 71,575 71,575 71,575

計　② 601,030 557,253 512,810 494,247 490,040 487,763 498,300 489,588 491,588 501,547 503,388

損益 ①-② (56,409) (15,768) 5,539 18,853 14,524 11,014 6,848 8,624 3,206 (4,625) (10,530)

累計（2024年度基準) (56,409) (72,177) (66,639) (47,786) (33,262) (22,248) (15,399) (6,775) (3,569) (8,194) (18,724)

供給単価（円/m
3
) 147.6 147.6 147.6 147.6 147.6 147.6 147.6 147.6 147.6 147.6 147.6

給水原価（円/m
3
) 147.1 212.5 196.3 189.9 189.4 189.4 194.4 191.7 193.6 198.6 200.6
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資本的収支（企業団と新富町合算分） 

資本的収支は更新事業を今後 10 年間で一気に行うため、起債残高が令和 11年をピーク

に現在の 2倍に膨れあがり、その後緩やかに減少していく見込みです。 

しかし、長期計画でみた場合、25年後の企業債残高は現在の 2億 8,500 万円から 29億

6,000 万円の約 10倍に増加する見込みです。 

資金残高も今後 10年間は 8億円を維持できる見込みですが、20 年後にはマイナスに転

じますので、計画的な料金改定を実施する必要があります。 

 

資本的収入および支出                         （単位：千円） 

  

                             （単位：千円） 

        

  

 

 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034
R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

収入の部 企業債 40,000 59,220 85,400 152,320 141,890 61,460 131,250 199,570 173,460 176,750 217,840

他会計出資補助金 88,694 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

他会計借入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

国庫（県）補助金 4 221,000 178,500 340,500 332,000 586,000 445,000 329,000 342,000 247,500 190,500

工事負担金 5,320 5,436 5,436 5,436 5,436 5,436 5,436 5,436 5,436 5,436 5,436

その他 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計　① 134,019 285,656 269,336 498,256 479,326 652,896 581,686 534,006 520,896 429,686 413,776

支出の部 事業費 115,971 306,000 300,000 558,000 535,000 674,000 632,000 614,000 590,000 500,000 502,000

企業債償還金 66,119 57,715 52,961 51,853 52,328 53,656 47,893 47,316 44,336 47,947 52,848

他会計長期借入金償還金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 5,558 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376 4,376

計　② 187,648 368,091 357,337 614,229 591,704 732,032 684,269 665,692 638,712 552,323 559,224

不足額 ①-② (53,629) (82,435) (88,001) (115,973) (112,378) (79,136) (102,583) (131,686) (117,816) (122,637) (145,448)

累計（2024年度基準) (53,629) (136,064) (224,065) (340,038) (452,416) (531,552) (634,135) (765,821) (883,637) (1,006,274) (1,151,722)
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企業債残高と資金残高（企業団と新富町合算分） 

 

 

 

 

 

                           （単位：千円） 

        

 

                           （単位：千円） 

        

                        

  

 

令和　年度 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

企業債残高 285,656     269,336     498,256     479,326     652,896     581,686     534,006     520,896     429,686     413,776     

資金残高 859,651 885,234 885,894 886,771 917,865 923,358 897,197 881,020 856,557 804,778
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 2025 年度から 2050 年まで（25 年間）の企業債残高と資金残高（企業団と新富町合算分）  

 

25 年後の企業債残高は現在の 2億 8,500 万円から 29 億 6,000 万円の約 10倍に増加す

る見込みです。 

 

 

 

 

 

 資金残高は 20 年後の 2045 年には約 1,600 万、翌年 2046 年には約△1億の資金不足と

なる見込みです。 

 

 

この厳しい状況を早い段階で解消させていくためにも、料金改定などの検討を早々に行

う必要があります。 
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５．今後の取組 

（１）安全で安定した水供給 

より一層安全な水を安定して供給することを目指します。そのため、以下の事項を実施

していきます。 

・新水源（井戸）の確保 

・送水管をはじめとする施設および配管設備の更新 

・クリプトスポリジウム対策としての新水源への紫外線処理設備導入の検討 

・自家発電設備の設置 

・浄水場施設整備更新事業の実施 

・施設の耐震化 

 

 

（２）適正な料金水準の検討 

企業団は昭和 57 年（1982 年）に設立され、昭和 58 年に水道事業に着手しました。工

事竣工後、平成 6 年（1994 年）3 月に全地区への給水を開始しました。その後、平成 13

年（2001 年）4月に水道料金の改定（改定率約 20％）を実施しています。 

新富町水道事業においては、昭和 46 年（1971 年）4 月に供給を開始し、昭和 60 年

（1988 年）5月に水道料金の改定（改定率 15.4％）を実施しています。 

企業団および新富町水道事業はいずれも施設の更新時期を迎えており、今後、多額の更

新費用が見込まれます。その結果、今後 10 年間料金改定を行わない場合でも、資金残高

8 億円を確保できる見通しとなりましたが、今後の人口減少を踏まえ、将来世代に過度な

負担を強いることがないよう、企業債発行額の適切な管理や今後の事業環境に対応した適

正な料金水準および料金体系のあり方について検討していきます。あわせて、これまで以

上に経営の効率化および経費削減を進めます。 

 

 

（３）人材確保と技術継承 

現在の職員数は、企業団 9名、新富町水道事業 6名の計 15名です。今後は、定年を間

近に控えた職員と経験年数の浅い若手職員を中心とした構成となる見込みです。 

安定的な業務遂行を図るため、経営統合を実施し、マンパワーの充実を図るとともに、

専門的な知識・技術の円滑な継承を早急に進めていきます。 

 

 

 

 



27 

 

（４）水道施設の適切な維持管理と実行 

老朽化施設の更新および耐震化を進めるとともに、バックアップ機能の強化、危機管理

対策の充実、情報管理システムの強化を図ります。 

企業団においては、国の農村整備補助事業を活用し、令和 7年度から 10年間をかけて

施設の更新を実施します。 

新富町水道事業においても、国の補助事業を活用し、浄水場の機器および設備の更新を

進めていきます。 

 

（５）広域連携等に係る取組み 

企業団は、新富町、西都市、高鍋町及び木城町の行政区域それぞれの一部を給水区域と

しています。近隣の市町も企業団と同様、人口減少に伴う給水料金収入の減少や、施設老

朽化に伴う更新費用の増加など、多くの課題を抱えています。また、新たな人材の確保も

容易ではない状況です。 

このような状況を踏まえ、単独で課題に対応するのではなく、共同で対応するため、令

和 8年度から企業団と新富町水道事業の経営統合を実施します。あわせて、引き続き水道

事業の広域化について検討を進めていきます 

 

６．経営戦略の事後検討及び更新 

人口減少に伴い料金収入が減少する一方で、施設の老朽化に対応するための更新事業は

今後増加する見込みです。令和 8年度から企業団と新富町水道事業の経営統合を行うこと

により、さらなる経営の効率化を図り、「経営戦略」に沿って計画的に更新事業を進めて

いきます。今後の水需要の変化や緊急的な更新事業の発生などにより、計画の大きな変更

も考えられます。安定した経営状況の維持を行うため、その進捗状況を定期的に把握・評

価し、必要に応じて見直しを行うこととします。         

 

       
         

  図６ 経営戦略の進捗管理概念 


